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１ 計画の概要 
（１）計画の目的 

平成 30年４月に策定された岸和田市住宅・建築物耐震改修促進計画第２期（以下「第２

期促進計画」という。）に基づき、市有建築物（学校教育施設を除く。以下同じ）の更な

る耐震化を計画的かつ効果的に進めることにより、地震時の利用者の安全確保はもとより、

震災時の市有建築物の役割を確保し、安全で安心なまちづくりを推進していくことを目的

とする。 

（２）計画改定の経緯 

平成 20年３月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」と

いう。）に基づく耐震改修促進計画である「岸和田市住宅・建築物耐震改修促進計画」（以

下「第１期促進計画」という。）が策定された。その後、平成 23年６月に第１期促進計画

を踏まえ、市有建築物の耐震化の目標及び年次計画等の具体的な内容を定めた「市有建築

物耐震化実施計画」（以下「第１期実施計画」という。）を策定し、計画的かつ効果的に

市有建築物の耐震化を推進してきた。また、老朽化が進み耐震改修が困難な市役所本庁舎

についても、平成 23 年 11 月に「岸和田市庁舎建替庁内検討委員会」が設置され、建替に

向けた検討が始まったところである。 

しかし、第１期促進計画が平成 29 年度にその計画期間を終え、平成 30 年４月に第２期

促進計画として改定されたことから、市有建築物の更なる耐震化に取組むため、新たな目

標を定めて改定を行うものである。 

（３）計画の位置付け 

 第２期促進計画を上位計画とし、より具体的な目標や耐震化事業の進め方を示し、市有

建築物の耐震化を推進するためのものと位置付ける。 

（４）計画期間 

 本計画の実施期間は、第２期促進計画の計画期間を踏まえ、平成 30 年度から平成 38 年

度までの９年間とする。なお、第２期促進計画は平成 33年度に見直しを予定していること

から、本計画も平成 33年度に岸和田市地域防災計画や公共施設等総合管理計画等と整合を

図り、また施設の統廃合や集約･複合化などの個別の状況も考慮しながら、必要に応じて本

計画の見直しを行うものとする。 

 

２ これまでの取組みと現状 
（１）これまでの取組み 

岸和田市では、第１期促進計画に基づき、昭和 56年以前の耐震基準（以下「旧耐震基準」

という。）により建築された市有の特定建築物（耐震改修促進法第 14条第１号に規定され

る建築物をいう。以下同じ）及び災害応急対策活動に必要な施設（以下、両者合わせて「耐

震化検討施設」という。）について、順次、耐震診断を実施し、現行の耐震基準と同等の

耐震性能を有しない建築物（構造耐震指標 Is 値が 0.6 未満の建築物）を、第１期促進計

画で定めた災害時に安全を確保すべき施設の機能及び用途に応じて分類し、平成 29年度末

までに市有建築物の耐震化率 90％以上を目標に耐震化を進めてきたところである。 

（２）耐震化の現状 

第１期促進計画が策定された平成 19年度末時点で、第１期実施計画において対象となる

市有建築物は 101 棟あり、このうち耐震性のある建築物は 48 棟で耐震化率が 47.5％であ

った。その後、耐震改修等を実施し、平成 29年度末時点での対象となる市有建築物の総数

が 94棟、このうち耐震性のある建築物が 77棟となり、耐震化率は 81.9％となった。 

今後、第１期実施計画において耐震化が完了していない施設について、後述する耐震性

能による緊急性を考慮し、優先的に耐震化を進めていくとともに、それ以外の多数の者が

利用する施設についても、規模及び用途による重要性を考慮しながら順次耐震診断を実施

し、その結果を踏まえ、耐震化に取組んでいく必要があると考えられる。 

１ 



３ 耐震化の推進方針 
（１）耐震化の考え方 

耐震性が不十分な全ての市有建築物について同時に耐震化を図ることは困難であること

から、第２期促進計画に基づき基本的な課題を踏まえた耐震化の基本方針を定め、優先的

に耐震化すべき建築物から順次、耐震化に取組むものとする。 

（２）耐震化の基本方針 
本計画において優先的に耐震化すべき建築物は、第２期促進計画で定めた施設の分類に

準じて、表１に掲げる施設のうち旧耐震基準の建築物とする。なお、第１期実施計画では、

イ類について、特定建築物に該当するものとしていたが、平成 25年の改正耐震改修促進法

では、大規模建築物の耐震診断義務付けなど「多数の者が利用する建築物」の耐震化促進

への取組みが強化される中、本計画では特定建築物に該当しない規模の「多数の者が利用

する建築物」についても、その用途や機能等から早期に耐震性を確保する必要があると考

えられる建築物（原則として、非木造で階数が２以上かつ延べ面積が 200 ㎡以上のもの）

を耐震化検討施設に加え、優先的に耐震化に取組んでいくものとする。ただし、別途計画

や指針等で耐震化に取組む上下水道局等が所管するプラント関連施設、市役所庁舎及び競

輪場施設については対象外とする。 

なお、平成 29年度末の耐震化率は、表２に示すとおりである。 

（３）耐震化の方向性 
市有財産の有効活用の観点から、長期的な活用を図る施設（以下「耐震化実施施設」と

いう。）については、耐震改修により計画的に耐震化を推進し、老朽化や機能面等から耐
震化が難しい施設（以下「耐震化調整施設」という。）については、本計画とは別途、施
設集約、用途廃止、機能移転、解体又は建替（以下「建替等」という。）により効果的に
耐震化を推進する。 
なお、施設所管課は耐震化検討施設について、将来の個別施設の方向性などの取組みを

整理した上で、当該施設における耐震化だけでなく、建替等についても検討を行うものと
する。 

（４）耐震化の進め方 
本計画の中間期となる平成 33年度を基点に、前半４年間を前期、後半５年間を後期と区

分し、前期に耐震診断未実施の施設の耐震診断を実施し、既に耐震診断の結果が出ている
耐震性が不十分な施設と合わせて、後期に耐震補強設計及び耐震改修工事を順次実施する。 
 

表１ 災害時に安全を確保すべき施設の分類（ア類・イ類抜粋） 

分   類 施設の役割（活動内容） 対象施設 

ア
類 

災
害
応
急
対
策
活
動
に 

 

必
要
な
施
設 

a.災害対策の中枢
機能を担う施設 

指揮、情報伝達等の拠点 
消防、医療、救護の拠点 市役所庁舎、消防本部、病院等 

b.災害対策活動を
行うための施設 

消防、医療、救護、救援 
物資関係 

消防分署・出張所、総合体育館、
競輪場、保健センター等 

c.避難所として位
置づけられた施設 被災者の受け入れ等 体育館、青少年会館、公民館、

市民センター等 

イ
類 

多
数
の
者
が 

利
用
す
る
施
設 

a.社会福祉施設等
に使用する施設 

人命及び物品の安全性確保 

図書館、保育所等 

b.その他多数の者
が利用する施設 市営住宅、車庫等 

注）イ類については原則として、非木造で階数が２以上かつ延べ面積が 200 ㎡以上のものとする。 

２ 



表２ 災害時に安全を確保すべき施設の分類別耐震化率        平成 30年３月現在 

分 類 

棟 数 

 

 

 

 

(Ａ) 

新耐 震

基準 の

建築 物 

 

 

(Ｂ) 

旧耐 震

基準 の

建築 物 

 

 

(Ｃ) 

 

 
耐震 性

のあ る

建築 物 

 

(Ｅ＝ 

Ｂ＋Ｄ） 

耐震 化

率 

 

 

(Ｆ＝ 

Ｅ／Ａ) 

耐震 性

を満 た

す建 築

物 (Ｄ) 

ア
類 

災
害
応
急
対
策
活
動
に
必
要
な
施
設 

a.災害対策の中枢

機能を担う施設 
６ ６ ０ ０ ６ 100％ 

b.災害対策活動を

行うための施設 
15 11 ４ ３ 14 93.3％ 

c.避難所として位

置づけられた施設 
29 17 12 ６ 23 79.3％ 

小 計 

50 34 16 ９ 43 86.0％ 

(21) (17) (４) (１) (18) (85.7％) 

イ
類 

多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設 

a.社会福祉施設等

に使用する施設 
28 16 12 ５ 21 75.0％ 

b.その他多数の者

が利用する施設 
27 18 ９ ３ 21 77.8％ 

小 計 

55 34 21 ８ 42 76.4％ 

(24) (16) (８) (５) (21) (87.5％) 

合 計 

105 68 37 17 85 81.0％ 

(45) (33) (12) (６) (39) (86.7％) 

注）(  )内の数値は、特定建築物の棟数及び耐震化率を表す。 
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（５）耐震化の検討フロー 

 
 

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

        

                             

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

              

 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注）耐震性保有施設：耐震性能（構造耐震指標 Is値が 0.6以上）を保有している建築物 

市有建築物 920棟 

 

 
イ類 413棟 ウ類 343棟 ア類 95棟 

第２期促進計画にて耐震化の対象となる市有建築物 577棟 

 

 

 

その他 472棟 優先的に耐震化すべき市有建築物 105棟 

本計画にて耐震化の対象となる市有建築物 105棟 

 
新耐震基準 68棟 

優先的に耐震化すべき建築物 30棟 

 
耐震化実施施設 11棟 耐震性保有施設 17棟 耐震化調整施設２棟 

耐震改修による長期的な活用を図る施設 

旧耐震基準 37棟 

建 

替

等

に

よ

る 

耐

震

性

確

保

に

よ

る 

本計画にて耐震化を実施する市有建築物 11棟 耐震化推進 耐震化推進 

非特定建築物 

 

 

 

 

 

特定建築物 

 

 

 

多数の者が
利用する施
設（イ類） 

６棟 

災害応急対策
活動に必要な
施設（ア類） 

２棟 

災害応急対策
活動に必要な
施設（ア類） 

３棟 

ア類：災害応急対策活動に必要な施設 

イ類：多数の者が利用する施設 

プラント類：プラント関連施設 

ウ類：一般施設（上記以外の施設） 

平成 30 年３月現在 

解体予定（市営住宅６棟、女性センター）除く 

４ 

◇災害応急活動対策活動に必要な施設 50棟 

◇多数の者が利用する施設 55棟 

（※階数が２以上かつ延べ面積が 200㎡以上） 

 

プラント類 69棟 



４ 耐震化実施計画 
（１）耐震化率の目標 

平成 38 年度末までに、耐震化検討施設の耐震化率を、第２期促進計画で定めた 95％以

上とすることを目標とする。 
   

表３ 年度別耐震化率の目標 

年 度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

耐震化率 

（％） 
81.0 81.0 81.9 82.7 82.7 84.6 89.1 91.2 95.0 98.0 

         

（２）耐震安全性の目標 

地震動時において、構造体に求められる安全性には、第一に人命の安全確保がある。ま

た、大地震動後の災害応急対策活動の拠点として使用される施設等は、その安全確保が特

に必要であることから、関連する国土交通省告示に基づく耐震診断基準等により、耐震改

修後に耐震性能（構造耐震指標 Is値が 0.6以上）を確保することはもとより、大地震動後

の災害応急対策活動に必要な施設等については、その機能確保や利用者の安全性の観点か

ら、原則として建築物の構造体について、表４に示す耐震安全性の分類に応じ、耐震性能

に余裕を持たせることを目指すものとする。ただし、施設としての機能上問題があるなど、

耐震安全性の目標が達成できない場合は、実現可能な範囲で耐震性能の向上に努めるもの

とする。 

 

表４ 耐震安全性の分類（官庁施設の総合耐震計画基準に準じて分類） 

分 類 対象施設 

 

耐震安全性の目標 

耐震安全性の目標 

Isa 

耐震安全性の目標 

Isa 

ア
類 

災
害
応
急
対
策
活
動
に
必
要
な
施
設 

ａ 
災害対策の中
枢機能を担う
施設 

指揮、情報伝達等
の拠点施設 
消防、医療、救護
の拠点施設 

Ⅰ類 

大地震動後、構造体の
補修をすることなく
建築物を使用できる
ことを目標とし、人命
の安全確保に加えて
十分な機能確保が図
られている。 

0.9 

ｂ 
災害対策活動
を行うための
施設 

消防、医療、救護、
救援物資関係施設 

Ⅱ類 

大地震動後、構造体の
大きな補修をするこ
となく建築物を使用
できることを目標と
し、人命の安全確保に
加えて機能確保が図
られている。 

0.75 ｃ 
避難所として
位置づけられ
た施設 

避難所 

イ
類 

多
数
の
者
が 

利
用
す
る
施
設 

ａ 
社会福祉施設
等に使用する
施設 

文化施設 
社会教育施設 
社会福祉施設等 

５ 



注）Is ：耐震診断結果により耐震性能の判断基準となる指標 

Isa：その施設に応じた機能確保等の観点から目指す指標 

別途、国が定める耐震性能等の基準や他に定める指針等がある場合はこれによる。 
 

（３）耐震改修の進め方 

 第２期促進計画に基づき、耐震化実施施設の表１に示す分類、表５に示す耐震性能ラン

ク及びその他の優先度を設定し、必要性の高い施設から順次耐震改修を進めることを基本

とする。ただし、第１期実施計画において耐震化調整施設に位置付けられた耐震化が完了

していない施設等については、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を策定する

必要があることから、その検討期間を考慮し後期後半に、耐震化の方向性が決定している

施設については、後期前半に耐震改修を実施するものとする。 

    

表５ 耐震性能の判定基準 

耐震性能 構造耐震指標 Is 耐震性能ランク 

大地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊

する危険性がある(耐震性能が劣る)。 
Is＜0.3 Ａ 

大地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊

する危険性がある(耐震性能がやや劣る)。 
0.3≦Is＜0.6  Ｂ 

大地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊

する危険性は低いが、施設機能が確保できない恐

れがある(耐震性能がある)。 

 0.6≦Is＜Isa Ｃ(耐震化不要) 

大地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊

する危険性が低い(耐震性能がある)。 
Isa≦Is Ｄ(耐震化不要) 

注）１次診断による場合は 0.6を 0.8に、0.3 を 0.4に読み替えて適用 

 

（４）耐震化の優先度 

優先度１：第２期促進計画で定めた表１の分類（ア類・イ類） 

優先度２：耐震性能ランク（Ａ・Ｂランク） 

優先度３：躯体コンクリート設計基準強度の有無（有・無） 

優先度４：特定建築物と非特定建築物別（特・非） 

優先度５：地震ハザードマップにおける想定震度（震度０～７） 

優先度６：地震ハザードマップにおける建物被害（危険度ランク１～７） 

イ
類 

多
数
の
者
が 

利
用
す
る
施
設 

ｂ 
その他多数の
者が利用する
施設 

市営住宅 
車庫等 

Ⅲ類 

大地震により構造体
の部分的な損傷は生
じるが、建築物全体の
耐力の低下は著しく
ないことを目標とし、
人命の安全確保が図
られている。 

0.6 

ウ
類 

一般施設 上記以外の施設 

６ 



（５）耐震化実施施設の優先順位 

耐震化の優先度を基準に、耐震化実施施設の優先順位を決定する。ただし、耐震診断未

実施の施設があることから、その施設の耐震診断後に、方向性の検討を要する施設ととも

に、本計画の中間期に優先順位を見直し、耐震化年次計画に反映する。 

 

表６ 耐震化実施施設の優先順位一覧 

注）構造について、SRCは鉄骨鉄筋コンクリート造、RCは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造、+は混構造を示す。 

階数について、＊は地階を含む。 

優先度１～６は、「４耐震化実施計画（４）耐震化の優先度」による。 

 

（６）耐震化年次計画 

前述の「３耐震化の推進方針（４）耐震化の進め方」により計画期間を前期と後期に区

分し、「４耐震化実施計画（３）耐震改修の進め方」により実施期間を設定し、中間見直

し以降に順次、耐震補強設計、翌年に耐震改修工事を実施する。 

 

表７ 耐震化実施施設の耐震化年次計画 

優

先

順

位 

施設所管課 施設名 

建 

築 

年 

度 

構造 
階

数 
延床面積 

優

先 

度

１ 

優

先

度

２ 

優

先

度

３ 

優

先 

度

４ 

優

先

度

５ 

優

先

度

６ 

1 スポーツ振興課 中央体育館 S40 RC+S 2 1,911.14  ア Ａ 無 特 ６

強 

６ 

2 スポーツ振興課 市民道場心技館 S35 RC+S 1 419.83  ア Ａ 有 非 ６

強 

７ 

3 スポーツ振興課 春木体育館 S47 RC+S 2 917.98  ア Ａ 有 非 ６

強 

４ 

4 生涯学習課 城北地区公民館 S46 S 2 1,056.13  ア Ａ 有 非 ６

強 

３ 

5 生涯学習課 
春木地区公民館・

春木青少年会館 
S47 RC+S 4＊ 1,104.00 ア Ｂ 無 特 ６ ４ 

6 文化国際課 自泉会館 S6 RC 2 554.28 イ － － 非 ６

強 

７ 

7 観光課 五風荘 S12 RC 3＊ 217.70 イ － － 非 ６

強 

７ 

8 観光課 岸和田城 S29 SRC 5 925.96 イ － － 非 ６

強 

７ 

9 人事課 職員会館 S46 RC 3 989.53 イ － － 非 ６

強 

７ 

10 環境課、教育総務課 環境事務所別館 S46 S 2 445.50 イ － － 非 ６

強 

５ 

11 農林水産課 大沢山荘 S55 RC 2 342.96 イ － － 非 ６

強 

１ 

施設所管課 施設名 計画期間 業務内容 

文化国際課 自泉会館 

前期 耐震診断 

観光課 五風荘 

観光課 岸和田城 

人事課 職員会館 

環境課、教育総務課 環境事務所別館 

農林水産課 大沢山荘 

中間見直し（優先順位見直し） 

文化国際課 自泉会館 

後期 

前半 

耐震補強設計 

耐震改修工事 

観光課 五風荘 

観光課 岸和田城 

人事課 職員会館 

環境課、教育総務課 環境事務所別館 

農林水産課 大沢山荘 

スポーツ振興課 中央体育館 

後期 

後半 

スポーツ振興課 市民道場心技館 

スポーツ振興課 春木体育館 

生涯学習課 城北地区公民館 

生涯学習課 春木地区公民館･春木青少年会館 

７ 



（７）耐震化事業に係る財源計画 

計画期間内の着実な耐震化事業実施に向け、遅滞することなく計画的に推進するために

は、それに係る予算・財源の確保が極めて重要である。厳しい財政運営が求められている

中、耐震化を円滑に実施するために、各種補助事業等を有効に活用し、目標達成に向けて、

平成 38年度までの財源計画を立て、事業を円滑に進める。 

 

（８）耐震改修の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）診断 Is ：耐震診断結果による Is 

補強 Is ：耐震改修工事後の Is 

開始 

診断 Is≧0.6 

補強 Is≧0.6 

補強 Is≧Isa 

機能上問題ない 

診断計算 

補強案＋計算 

耐震改修工事 

YES 

NO 

YES NO 

YES 

NO 

YES 

耐震性保有 

NO 

８ 

建替等検討 

終了 



（９）耐震化検討施設一覧 

 

表８ 耐震化検討施設の概要 

注）構造について、SRCは鉄骨鉄筋コンクリート造、RCは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造、+は混構造を示す。 

階数について、＊は地階を含む。 
耐震性保有６棟及び耐震改修済 11棟、合計 17棟が耐震性保有施設 

耐震診断未６棟、耐震診断済４棟及び耐震設計済１棟、合計 11棟が耐震化実施施設 

番

号  
施設所管課 施設名 

建

築

年

度 

構造 
階

数 
延床面積 分類 備考 

1 総務課 山直分署 S44 RC 2 203.51  ア-ｂ 耐震性保有 

2 総務課 八木出張所 S47 RC+S 2 253.85  ア-ｂ 耐震改修済 

3 総務課 東葛城出張所 S55 RC 2 149.92  ア-ｂ 耐震性保有 

4 健康推進課 岸和田メディカルセンター S50 RC 3 2,452.52  ア-ｂ 耐震化調整 

5 産業政策課 産業会館 S56 RC 4 2,763.00 ア-ｃ 耐震改修済 

6 生涯学習課 久米田青少年会館 S39 S+CB 2 549.31  ア-ｃ 耐震化調整 

7 生涯学習課 光陽地区公民館 S43 RC 4＊ 695.68  ア-ｃ 耐震改修済 

8 生涯学習課 山滝地区公民館 S43 RC 3 848.78  ア-ｃ 耐震改修済 

9 生涯学習課 箕土路青少年会館 S46 RC+S 3 511.89  ア-ｃ 耐震改修済 

10 生涯学習課 城北地区公民館 S46 S 2 1,056.13  ア-ｃ 耐震診断済 

11 生涯学習課 春木地区公民館･春木青少年会館 S47 RC+S 4＊ 1,104.00  ア-ｃ 耐震診断済 

12 生涯学習課 大宮青少年会館 S48 RC 2 421.44 ア-ｃ 耐震性保有 

13 生涯学習課 大芝地区公民館 S53 RC 2 1,192.38  ア-ｃ 耐震性保有 

14 スポーツ振興課 市民道場心技館 S35 RC+S 1 419.83  ア-ｃ 耐震診断済 

15 スポーツ振興課 中央体育館 S40 RC+S 2 1,911.14  ア-ｃ 耐震診断済 

16 スポーツ振興課 春木体育館 S47 RC+S 2 917.98 ア-ｃ 耐震設計済 

17 人事課 職員会館 S46 RC 3 989.53 イ-ａ 耐震診断未 

18 人権･男女共同参画課 女性センター S39 RC 2 651.11 イ-ａ 解体予定 

19 環境課、教育総務課 環境事務所別館 S46 S 2 445.50 イ-ａ 耐震診断未 

20 子育て施設課 八木北保育所 S49 RC 2 381.50 イ-ａ 耐震改修済 

21 子育て施設課 城内保育所 S49 RC 2 760.71 イ-ａ 耐震改修済 

22 子育て施設課 旭保育所 S53 RC 2 753.37 イ-ａ 耐震性保有 

23 農林水産課 大沢山荘 S55 RC 2 342.96 イ-ａ 耐震診断未 

24 観光課 五風荘 S12 RC 3＊ 217.70 イ-ａ 耐震診断未 

25 観光課 岸和田城 S29 SRC 5 925.96 イ-ａ 耐震診断未 

26 文化国際課 自泉会館 S6 RC 2 554.28 イ-ａ 耐震診断未 

27 学校教育課 岸和田市教育センター S55 RC 2 630.00 イ-ａ 耐震改修済 

28 図書館 図書館本館 S49 RC+S 4＊ 2,339.46 イ-ａ 耐震改修済 

29 住宅政策課 大宮住宅１ S39 RC 4 999.83 イ-ｂ 解体予定 

30 住宅政策課 大宮住宅２ S41 RC 4 999.83 イ-ｂ 解体予定 

31 住宅政策課 大宮住宅３ S42 RC 4 999.83 イ-ｂ 解体予定 

32 住宅政策課 岸野住宅１ S43 RC 5 1,248.75 イ-ｂ 解体予定 

33 住宅政策課 岸野住宅２ S44 RC 4 1,105.92 イ-ｂ 解体予定 

34 住宅政策課 上松住宅 S48 RC 5 1,469.66 イ-ｂ 解体予定 

35 住宅政策課 八幡住宅Ａ S51 RC 7 1,920.77 イ-ｂ 耐震改修済 

36 住宅政策課 八幡住宅Ｂ S51 RC 7 1,481.73  イ-ｂ 耐震改修済 

37 住宅政策課 八木住宅 S54 RC 3 874.58 イ-ｂ 耐震性保有 

９ 



５ 本計画の見直し 
本計画が９年という長期間に渡ることから、計画期間中において、耐震化実施施設の２

次診断等が終了した時点で、耐震改修工事を行うことが合理的でない場合など、公共施設

等総合管理計画に基づく個別施設計画との整合を図りながら、必要に応じて計画の見直し

を行うものとする。 

なお、計画の見直し後、計画期間以降においても耐震化に努め、耐震化検討施設の全て

の耐震化を図る。 

 

６ 本計画の公表 

本計画を策定したとき並びに見直しを行ったときは公表するものとする。また、市民が

安心して施設を利用できるように耐震化の実施状況についても公表する。 

 

７ 本計画の推進体制 

第２期促進計画に基づく本市の市有建築物の計画的な耐震化に取組むため、庁内の関係

各課で組織する「市有建築物耐震改修等推進委員会」において、耐震診断の結果及び耐震

化の進捗状況を踏まえ、第２期実施計画の見直しを行うとともに、市有建築物の計画的か

つ効果的な耐震化を推進する。 

 

○市有建築物耐震改修等推進委員会 委員 

(1) 企画調整部長、市長公室長、市民環境部長、保健部長、魅力創造部長、教育総務部長、

生涯学習部長、総務部長、危機管理部長、まちづくり推進部長、建設部長 

(2) 企画課長、政策推進課長、人事課長、人権・男女共同参画課長、環境課長、健康推進

課長、農林水産課長、観光課長、文化国際課長、教育総務課長、生涯学習課長、スポーツ

振興課長、郷土文化室長、公共施設マネジメント課長、危機管理課長、住宅政策課長、建

築課長 
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８ 資料編 

（１）特定建築物一覧 

●多数の者が利用する建築物（耐震改修促進法第 14条第１号） 

 

表９ 多数の者が利用する建築物の抽出基準 

 
耐震改修促進法での用途区分 耐震改修促進法での規模要件 

 階 数 床面積 

・体育館（一般公共の用に供されるもの） 1階以上 1,000㎡以上 

・幼稚園、保育所 2階以上 500㎡以上 

・老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホ
ームその他これらに類するもの 

・老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉
センターその他これらに類するもの 

2階以上 1,000㎡以上 

・学校（小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、
特別支援学校） 2階以上 

1,000㎡以上 
(屋内運動場の
面積を含む) 

・学校上記以外 
・ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに
類する運動施設 

・病院、診療所 
・劇場、観覧場、映画館、演芸場 
・集会場、公会堂、展示場 
・卸売市場 
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 
・ホテル、旅館 
・賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 
・事務所 
・博物館、美術館、図書館 
・遊技場 
・公衆浴場 
・飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダン
スホールその他これらに類するもの 

・理髪店、質屋、貸衣装店、銀行その他これらに類す
るサービス業を営む店舗 

・工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建
築物を除く） 

・車両の停止場又は船舶若しくは航空機の発着場を構
成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するも
の 

・自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐
車のための施設 

・郵便局、保健所、税務署その他これに類する公益上
必要な建築物 

 

3階以上 1,000㎡以上 
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（２）地震ハザードマップ（震度） 
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（３）地震ハザードマップ（建物被害） 
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（４）岸和田市市有建築物耐震改修等推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 岸和田市住宅・建築物耐震改修促進計画に基づく本市の市有建築物（学校教育施設を除く。）

の計画的な耐震化を推進するため、岸和田市市有建築物耐震改修等推進委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 市有建築物耐震化実施計画の進行管理 

(2) 市有建築物耐震化実施計画の見直し 

(3) 市有建築物の計画的かつ効果的な耐震化の推進 

（委員会の組織等） 

第３条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 企画調整部長、市長公室長、市民環境部長、保健部長、魅力創造部長、教育総務部長、生涯学

習部長、総務部長、危機管理部長、まちづくり推進部長及び建設部長 

(2) 企画課長、政策推進課長、人事課長、人権・男女共同参画課長、環境課長、健康推進課長、農

林水産課長、観光課長、文化国際課長、教育総務課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、郷土文

化室長、公共施設マネジメント課長、危機管理課長、住宅政策課長及び建築課長 

２ 委員会に委員長、副委員長及び幹事を置く。 

３ 委員長は、建設部長をもって充てることとし、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、総務部長、危機管理部長及びまちづくり推進部長をもって充てることとし、委員

長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 幹事は、公共施設マネジメント課長、危機管理課長、住宅政策課長及び建築課長をもって充て

ることとし、委員会の運営及び調整を行う。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、建築課において処理する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り

定める。 

附 則 

この要綱は、平成 21年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 23年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 26年 12月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年２月１日から施行する。 
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